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「原子力機構改革推進本部」の設置について 

（お知らせ） 
 

平 成 2 5 年 6 月 1 0 日 

日本原子力研究開発機構 

 

 
日本原子力研究開発機構（以下、「原子力機構」という）は、高速増殖原

型炉「もんじゅ」における保守管理の不備、大強度陽子加速器施設 J-PARCに

おける放射性物質の漏えい事故等を契機に、国民社会からの信頼を大きく損

なう事態となっています。これを打開するため、原子力機構の全役職員が安

全の価値を再認識し、安全文化の醸成に取り組み、安全を最優先とする組織

を目指し、全役職員が一体となって改革を断行します。改革の推進役として、

以下の組織を本日付けで設置しました。 

 

○原子力機構改革推進本部 

目的： ・機構の経営、組織及び運営の改革を推進 

所掌業務： ・組織の安全文化の醸成を始めとする機構改革に係る業務 

体制： ・理事長を本部長、副理事長を本部長代理とし、全理事を本

部員とする 

・本部に原子力機構改革推進室を置く 

○原子力機構改革推進室 

所掌業務： ・改革に向けた課題の調査、分析及び評価に関すること 

・改革に係る方針の策定に関すること、等 

体制： ・室長、次長及び室員（機構内から幅広く結集）  

 

なお、本組織は、5月 28日付けで文部科学省に設置された「日本原子力研

究開発機構改革本部」と連携して改革を進めることとなります。 

 

以上 
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原子力機構改革推進本部 名簿

（平成２５年６月～９月）

本 部 長：松浦 祥次郎 理事長

本部長代理：辻倉 米藏 副理事長

本 部 員：伊藤 洋一 理事

上塚 寛 理事

片山 正一郎 理事

南波 秀樹 理事

野村 茂雄 理事

廣井 博 理事

横溝 英明 理事

山野 智寛 執行役
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原子力機構改革推進本部 会議開催経緯 

 

（第 1回）平成 25年 6月 10日（月） 

議題：改革推進本部の体制 

 

（第２回）平成 25年 6月 24日（月） 

議題：あるべき JAEAの理念検討状況、もんじゅ改革検討状況 

 

（第３回）平成 25年 7月 16日（火） 

議題：原子力機構改革推進室における検討状況（もんじゅ改革骨子、

安全文化の醸成と安全改革等） 

 

（第４回）平成 25年 7月 22日（月） 

議題：もんじゅ改革骨子に係る追加検討、組織再編案 

 

（第５回）平成 25年 7月 29日（月） 

議題：業務の重点化、もんじゅの人員強化、J-PARC中間報告 

 

（第６回）平成 25年 8月 8日（木） 

議題：文科省「JAEA改革案の基本的なとりまとめ（中間とりまとめ）」

を受けた機構の対応について 

 

（第７回）平成 25年 8月 19日（月） 

議題：もんじゅ人員強化、機構改革計画骨子 

 

（第８回）平成 25年 9月 2日（月） 

議題：機構改革計画について 

 

（第 9回）平成 25年 9月 17日（火） 

議題：機構改革計画（概要）について 

 

（第 10回）平成 25年 9月 25日（水） 

     議題：機構改革計画の取りまとめについて 

 

以上 
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昭
和

4
2
年

 
「

動
力
炉

・
核
燃
料

開
発

事
業

団
」
発
足

 

「
日

本
原

子
力
船
研
究
開
発
事
業
団
」
 

平 成 1
7

年 1
0

月 1 日 

  独 立 行 政 法 人 日 本 原 子 力 研 究 開 発 機 構 設 立 

動 燃 改 革 

統 合 

（ 昭 和 ６ ０ 年 ） 

昭
和

3
1
年

 
「

日
本
原

子
力
研

究
所

」
 

発
足

 

昭
和

3
1
年

 
「

原
子
燃

料
公
社

」
 

発
足

 

平
成

1
0
年

 
「

核
燃
料

サ
イ
ク

ル
開

発
機
構

」
 

発
足

 

 特 殊 法 人 等 整 理 合 理 化 計 画 （ 閣 議 決 定 平 成 1
3

年 ） 

 原 子 力 二 法 人 の 統 合 に 関 す る 報 告 書 （ 平 成 1
5

年 ）  

 日 本 原 子 力 研 究 開 発 機 構 法 成 立 （ 平 成 1
6

年 ） 

原
子
力
機
構
設
立
の
歩
み
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大
洗
地
区
 

東
海
地
区
 

人
形

峠
地
区
 

東
濃
地
区

 
幌

延
地

区
 

敦
賀

地
区
 

高
崎
地

区
 

青
森
地
区
 

関
西

地
区
 

安
全
研
究

、
原

子
力

基
礎

・
基

盤
研

究
の

推
進

、
中

性
子

利
用

研
究

の
推

進
、

高
レ
ベ
ル

放
射

性
廃

棄
物

処
分

技
術

に
関

す
る

研
究

開
発

、
F
BR
燃

料
加

工
開

発
、
軽
水

炉
再

処
理

技
術

開
発

、
原

子
力

研
修

や
防

災
研

修
を

実
施

 

高
レ

ベ
ル

放
射

性
廃

棄
物

処
分
技

術
に

関
す

る
研

究
開

発
（

結
晶
質
岩

系
対

象
）

を
実

施
 

も
ん

じ
ゅ

に
お

け
る
F
B
Rサ

イ
ク

ル
実

用
化

へ
向

け
た

研
究

開
発

、
ふ

げ
ん
に
お

け
る
廃

止
措

置
研

究
を

実
施

 

那
珂

地
区
 

光
量
子
や

放
射
光

を
用
い

た
量
子

ビ
ー

ム
応

用
研
究

を
実
施
 

I
T
E
R計

画
推
進
、

炉
心
プ

ラ
ズ

マ
 

研
究
、
核

融
合
工

学
研
究

を
実

施
 

荷
電

粒
子

等
を
用

い
た
量

子
ビ

ー
ム

応
用
研
究

を
実
施
 

原
子

炉
施

設
の

廃
止

措
置

、
I
TE
R
計

画
を

補
完

す
る

B
A活

動
を

実
施

 

ウ
ラ

ン
濃

縮
関

連
施
設
の

廃
止
措

置
を

実
施

 

常
陽

や
照

射
後

試
験

施
設

等
に

よ
る

F
B
Rサ

イ
ク

ル
技

術
開

発
、

H
T
T
R等

に
よ

る
核

熱
利

用
研

究
、

軽
水

炉
の

長
期

利
用

対
策

な
ど

に
貢

献
す

る
た

め
の

J
MT
Rの

改
修

等
を

実
施

 

東
京
・

柏
地

区
 

計
算
科
学

研
究
等

を
実
施
 

高
レ
ベ
ル

放
射
性

廃
棄
物

処
分
技

術
に

関
す
る

研
究
開

発
（
堆

積
岩
系

対
象

）
を
実

施
 

原
子
力
機
構
の
研
究
開
発
拠
点

 

福
島

地
区
 

東
京
電
力

(株
）
第
一

原
子
力
発

電
所

事
故
関

連
の
対

応
業
務

を
実
施
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発
足

時
は

4
3
8
6
人

 

特
殊
法

人
等

整
理

合
理

化
計

画
（

H
13
.
12

.
19

）
に

よ
り

二
法

人
統

合
決

定
 

平
成
１
７
年
１
０
月
１
日

 
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
発
足

 

（
年
度
）
 

そ
の
他

の
収

入
 

エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策

 
特

 
別

 
会

 
計

 
一

般
会
計

 
年
度
末
人
員

（
常

勤
職

員
数

（
任

期
付

除
く
）
）
 

（
億
円
）
 

（
人
）
 

旧
二
法
人
と
原
子
力
機
構
の
人
員
・
予

算
推

移
 

東
日

本
大

震
災

 
復

興
特

別
会

計
 

特
定
先
端
大
型
研
究
施
設
整
備
費
補
助
金
（
H

2
1
～
）
、

 
特
定
先
端
大
型
研
究
施
設
運
営
費
等
補
助
金
（
H

2
2
～
）
、

 
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
強
化
等
推
進
事
業
費
補
助
金
（
H

2
3
～
）
含
む
。

 

1
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1
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2
0
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0
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1
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6
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1
,0

3
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5
2
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6
1
  

8
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6
3
9
  

5
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5
3
8
  

4
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5
  

4
3
0
  

5
3
0
  

2
6
2
  

2
5
3
  

1
8
3
  

1
0
7
  

5
3
  

9
3
  

7
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6
  

7
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7
2
  

6
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1
0
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,3

7
8
  

3
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5
5
  

3
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0
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9
6
  

2
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1
3
  

2
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2
9
  

2
,2

7
1
  

2
,2

3
2
  

2
,0

9
4
  

2
,0

0
4
  

1
,9

5
0
  

1
,9

5
4
  

1
,9

2
7
  

1
,8

8
6
  

1
,8

9
1
  

1
,7

7
0
  

1
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2
8
  

5
2
1
9
 

5
1
6
4
 

5
0
9
3
 

5
0
2
3
 

4
9
4
8
 

4
6
7
9
 

4
6
0
8
 

4
4
9
3
 

4
4
4
5
 

4
3
3
8
 

4
2
4
8
 

4
1
5
7
 

4
0
7
8
 

3
9
5
5
 

3
9
4
8
 

3
9
2
2
 

3
8
9
2
 

1
0
0
0

2
0
0
0

3
0
0
0

4
0
0
0

5
0
0
0

6
0
0
0

0

1
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0
0

2
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0
0

3
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0
0
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0
0
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,0

0
0

H
8

H
9

H
1
0

H
1
1

H
1
2

H
1
3

H
1
4

H
1
5

H
1
6

H
1
7

H
1
8

H
1
9

H
2
0

H
2
1

H
2
2

H
2
3

H
2
4

H
2
5

(再
処
理
役
務

･借
入
金
,売

電
, 

 
施
設
利
用
,特

許
,等
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核
融

合
エ
ネ
ル
ギ

ー
利
用
実
現
に
向
け
た
研
究
開
発

 
人
類
究
極
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
核

融
合

エ
ネ
ル
ギ

ー
 

 
 
 
 IT

ER
計

画
 

の
実
現
を
目
指
し
て
、
地
上

に
太

陽
を
実

現
さ
せ
る
べ

く
 

国
際
協
力
を
中
心
に
、
研

究
開

発
を
推

進
。
 

量
子

ビ
ー
ム
技

術
開
発
及
び
応
用
研
究

 
世
界
最
大
強
度
の
ビ
ー
ム
を
発

生
さ
せ
る
大

強
度

陽
子

 
 
 
 

 
 J

-P
AR

C
 

加
速
器
施
設
（
Ｊ
ｰ
Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｃ
）
等

を
用

い
た
、
幅

広
い
分

野
 

に
お
け
る
基
礎
か
ら
産
業

応
用

に
向

け
た
研

究
を
推

進
。
 

安
全
研

究
 

原
子
力
の
安
全
と

平
和

利
用

を
確

保
す

る
た
め
の

活
動

 

長
期

的
エ
ネ
ル
ギ

ー
安

全
保

障
、

地
球
環

境
問
題

の
解
決

 
国
際
競
争
力
の
あ

る
科

学
技

術
を

生
み

出
す

基
盤

 

核
不

拡
散

技
術
開
発

 

核
燃

料
サ

イ
ク
ル

 
も
ん
じ
ゅ

 

東
京
電
力
福
島
第

一
原

子
力

発
電

所
事

故
へ
の
対

応
 

廃
止

措
置
・
環
境

修
復

に
向

け
た

技
術
開

発
等

 
機
構
全
体
と
し
て
人
材
・
研
究
施
設
を
最
大
限
に
活
用
し
、
総
力
を
あ
げ
た
取
組
を
展
開
。

 

原
子
力
機
構
の
事
業
の
概
要

 

安
全
と
基
盤
を
支

え
る

人
材

育
成

等
  

産
学
官
と
の
連
携

 
国
内
・
ア
ジ
ア
諸
国
等
の
原

子
力
人
材
育
成

 
国
際
協
力

 

   軽
水
炉
サ

イ
ク
ル

事
業

支
援

 
   原

子
力
に
よ
る
水
素
社
会
へ
の
貢
献

 

自
ら
の
施
設
の
廃

止
措

置
、

放
射

性
廃

棄
物
の
処

理
・
処

分
  

共
通
的
科
学
技
術
基

盤
  

 

原
子
力
基

礎
工
学

研
究

 
先

端
原

子
力

科
学

研
究

 

原
子
力
情
報

 

技
術
開
発

 
埋

設
事

業
 

高
レ
ベ
ル
放

射
性

廃
棄
物
処
分
技
術
研
究
開
発

 

深
地
層
の
科

学
的
研
究
、
地
層

処
分

技
術

の
信

頼
性

の
向

上
と
安

全
 

評
価
手
法
の
高
度
化
に
向
け
た
研

究
開

発
を
着

実
に
実

施
。
 

幌
延

 
瑞
浪

 

高
速

増
殖
炉

サ
イ
ク
ル
技
術
確
立
に
向
け
た
研
究

開
発

 

ウ
ラ
ン
資
源
の
利
用

効
率
の
飛

躍
的

向
上

に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ

ー
の
安
定
供

給
・

安
全

保
障

や
高

レ
ベ

ル
放

射
性

廃
棄

物
の
有

害
度

・
体

積
の
低

減
に
よ
る
環

境
負

荷
低

減
へ

の
貢

献
を
目

指
し
た
、
高

速
増

殖
炉

サ
イ
ク
ル

技
術

の
研

究
開
発
を
実
施

。
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１
．

施
設

概
要
 

 
立
地

場
所
：

福
井
県

敦
賀
市
、
電
気
出
力
：
28
万

Ｋ
Ｗ

（
一
般

の
原

子
力

発
電
所
は

約
10
0万

Ｋ
Ｗ
）
 

 
 こ

れ
ま
で
の

予
算
額

（
Ｓ
55
～
Ｈ
25
）
：

9,
83
0億

円
（

建
設
費

：
5,
8
86
億

円
（

う
ち

民
間

支
出
：
1,
38

2億
円
）
、
運
転
費
：
3,

94
4億

円
）
 

２
．

こ
れ

ま
で
の
経

緯
 

 
昭
和

 5
8年

 
5月

 2
7日

 
原
子
炉
設
置
許
可
 

 
平

成
  
6年

  
4月

  
5日

 
初
臨
界
 

 
平

成
  
7年

  
8月

 2
9日

 
初
送
電
 

 
平

成
  
7年

 1
2月

  
8日

 
ナ
ト
リ
ウ
ム
漏
え
い

事
故

（
以
来
、
約
1
4
年
間
半
停
止
）
 

 
 
～
も
ん
じ
ゅ
の
位
置
付
け
や
必
要
性
に
関
す
る
幅
広
い
議
論
、
 

 
 
 
 
 
ナ
ト
リ
ウ
ム
漏
え
い
対
策
の
強
化
、
実
施
主
体
（
動
燃
）
の
改
革
 
等
を
実
施
～
 

 
平
成

 2
2年

  
5月

  
6日

 
試
運
転
再
開
（

5月
8日

臨
界

達
成
）

 

 
平
成

 2
2年

  
7月

 2
2日

 
第
一
段
階
の
試
験

完
了
 

 
平

成
 2
2年

  
8月

 2
6日

 
炉
内
中
継
装
置
の
落

下
ト

ラ
ブ
ル
発

生
 

 
平
成

 2
4年

 
8月

  
8日

 
炉
内
中
継
装
置
の

復
旧
完

了
 

 
 平

成
 2
4年

 1
1月

 2
7日

 
保
守
管
理
不
備
（

約
1万

点
）

公
表
 

 
平

成
 2
4年

 1
2月

 1
2日

 
点
検
実
施
及
び
根
本

原
因

分
析
に
係

る
措

置
命

令
 

 
平

成
 2
5年

 
1月

 3
1日

 
原
子
力
機
構
よ
り
報

告
書

提
出
 

 
平
成

 2
5年

  
5月

 2
9日

 
使
用
前
検
査
に
向

け
た
準

備
停
止
含

む
措

置
命

令
 

高
速

増
殖

原
型

炉
「
も

ん
じ

ゅ
」 

３
．

現
状

に
つ
い
て

 

 ○
東
電

福
島
第

一
原
発
事
故
を
踏
ま
え
た
安
全
対

策
を

最
優
先
に

実
施

。
 

 ○
原

子
力

規
制

委
員

会
対

応
と

し
て

、
平

成
２

５
年

５
月

に
発
出

さ
れ

た
保
守

管

理
上

の
不

備
に

関
す

る
措

置
命

令
、

６
月
よ

り
有

識
者

会
合
に
よ

る
評

価
が

開

始
さ

れ
た
破

砕
帯
調
査
、
７
月
に
施
行
さ
れ

た
新

規
制

基
準
な
ど

を
実

施
中

。
 

 ○
平

成
２

５
年

９
月

２
５

日
、

文
部

科
学
省

「
も

ん
じ
ゅ

研
究
計

画
作

業
部
会

」

（
主

査
：
山

名
京
大
教
授
）
に
お
い
て
、
「
研

究
計
画

」
と
り
ま

と
め

。
 

敦
賀

湾

J
R
敦

賀
駅

北
陸

本
線

小
浜

線

北 陸 自 動 車 道

国 道 ８ 号 線
「
も
ん
じ
ゅ
」

白
木

関
西
電

力
美
浜
発

電
所

敦
賀

市

美
浜

町

敦 賀 半 島

立
石

気 比 の 松 原
敦

賀
港

若
狭

湾

「
ふ
げ
ん
」

日
本
原
子

力
発
電

敦
賀
発
電

所

（
参

考
）
発
電
・
売
電
実
績
等
に
つ
い
て

 
○
発
電
実
績
：
1
億

kW
h
、

6億
円

 
○
本
格
運
転
時
の
売
電
収
入
想
定
額

 
 

1
サ
イ
ク
ル
（
4
ヶ
月
運
転
）：

4
3億

円
（
6円

/k
W

h）
 

平
成

２
６
年

度
概

算
要

求
額

 
１
９
５
億

円
 

（平
成

２
５
年

度
予

算
額

 
１
７
４
億

円
） 

※
運

営
費

交
付

金
中

の
推

計
額

を
含

む
 

高
速
増
殖
原
型
炉
「
も
ん
じ
ゅ
」
の
経
緯
と
現
状
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S5
8

～
H

6 
H

7 
H

8 
H

9 
H

10
 

H
11

 
H

12
 

H
13

 
H

14
 

H
15

 
H

16
 

H
17

 
H

18
 

H
19

 
H

20
 

H
21

 
H

22
 

H
23

 
H

24
 

H
25

 

原
子
炉
設
置
許

可
 

(S
5
8
.5

) 

建
設

工
事
着
工

 
(S

6
0
.1

0
) 

性
能

試
験
開
始

 
(H

4
.1

2
) 

初
臨
界

 
(H

6
.4

) 

初
送
電

 
(H

7
.8

) 

も
ん
じ
ゅ
ナ
ト
リ
ウ
ム

 
漏
え
い
事

故
 

(H
7
.1

2
) 

原
因

究
明

と
総
点
検

 

原
因
究
明
と
再

発
防

止
策
の
検

討
 

も
ん
じ
ゅ
全
体
の
総
点
検

 
（
科
学
技
術
庁
、
動
燃
）
 

原
子

力
 

政
策

 
円

卓
会

議
 

高
速

 
増
殖
炉

 
懇
談
会

 

新
原
子
力

 

政
策

 

円
卓
会
議

 

「
も
ん
じ
ゅ
」
 

開
発
の

 
位
置
付

け
 

  

原
子
力
長
期

 

計
画
策
定

 

(H
1
2
.1

1
) 

サ
イ
ク
ル

機
構

⇒
 

地
元

自
治

体
へ

の
 

改
造

工
事

事
前

了
解

願
い

 
(H

1
2
.1

2
) 

地
元
自
治
体

 
安
全
審
査
入
り
了
承

 
(H

1
3
.6

) 

改
造
工
事

 
地
元
了
解

 
(H

1
7
.2

) 

国
に
よ
る

 
安

全
性

の
確

認
 

改
造
工
事

 
本
体
工
事

 
開
始

 
(H

1
7
.9

) 

終
了

 
(H

1
9
.5

) 

プ
ラ
ン
ト
確

認
試

験
 

及
び
性

能
試

験
前

 
準
備

・
点

検
開

始
 

(H
1
9
.8

) 
（原

子
力
安
全
・保

安
院

 
原
子
力
安
全
委
員
会
） 

終
了

 
(H

2
2
.1

) 

炉
内

中
継

装
置

落
下

 
（
H

2
2
.8
）
 

試
運

転
再

開
（
H

2
2
.5
）
 

炉
心

確
認

試
験

 
(H

2
2
.5

-
H

2
2
.7

) 

東
京

電
力

の
自

主
点

検
記

録
の

不
正

等
の

問
題

が
発

覚
(H

1
4
.8

) 

志
賀

原
発

の
平

成
1
1
年

時
の

臨
界

事
故

隠
し

判
明

(H
1
9
.3

) 

美
浜

3
号

機
で

配
管

破
損

事
故

(H
1
6
.8

) 
J
C
O
臨

界
事

故
（
H
1
1
.9

）
 

東
海

再
処

理
施

設
で

火
災

・
爆

発
事

故
 

（
H
9
.3

）
 

→
「
動

燃
改

革
」
 

フ
ラ

ン
ス

政
府

が
ス

ー
パ

ー
フ

ェ
ニ

ッ
ク

ス
の

廃
止

を
決

定
（
H
1
0
.2

）
 

核
燃

料
サ

イ
ク

ル
開

発
機

構
が

発
足

（
H
1
0
.1

0
）
 

中
央

省
庁

 
再

編
 

（
H
1
3
.1

）
 

日
本

原
子

力
研

究
開

発
機

構
が

発
足

、
原

子
力

政
策

大
綱

（
H
1
7
.1

0
）
 

新
耐

震
指

針
（
H
1
8
.9

）
 

新
潟

県
 

中
越

沖
地

震
（
H
1
9
.7

）
 

『
原

型
炉

｢も
ん

じ
ゅ

｣
は

(略
)､

早
期

の
運

転
再

開
を

目
指

す
』
 

東
京

電
力

福
島

第
一

原
子

力
発

電
所

事
故

（
H
2
3
.3

）
 

炉
内

中
継

装
置

落
下

 
ト
ラ
ブ
ル

復
旧

完
了

 
 (
H

2
4
.8
）
 

点
検

間
隔

等
の

変
更

に
係

る
 

保
守

管
理

上
の

不
備

(H
2
4
.1

1
) 

措
置

命
令

 
(H

2
5
.5

) 
 

安
全

性
総

点
検

改
善

事
項

の
確

認
 

原
子

炉
設

置
 

変
更

許
可

 

も
ん
じ
ゅ
改

造
 

工
事

等
設

工
認

 

高
速
増
殖
原
型
炉
「
も
ん
じ
ゅ
」
の
こ
れ
ま
で
の
経

緯
 

（
暦
年
）
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ﾀ
ｰ
ﾋ
ﾞﾝ

 
発

電
機

 

復
水

器
 

循
環

水
 

ポ
ン
プ

 

１
次

主
冷

却
系

 
循

環
ポ
ン
プ

 

中
間

 
熱

交
換

器
 

２
次

主
冷

却
系

 
循

環
ポ
ン
プ

 

空
気

 
冷

却
器

 蒸
気

発
生
器

 
（
蒸

発
器
）
 

蒸
気

発
生
器

 
（
過

熱
器
）
 

原
子

炉
容
器

 

原
子

炉
 

格
納

容
器

 
原

子
炉

建
屋

 

火
災
検
知
器
は
Ｃ
ル
ー
プ
の
部
屋
を
中
心
に

6
6
個
発
報

 

 平
成
7年

12
月
8日

 
 
19
：
47
 
事
故
発
生
。
火
災
検
知
器
発
報
。
 

 
19
：
48
 
ナ
ト
リ
ウ
ム
漏
え
い
検
知
器
発
報
。
 

 
 
 
 
 
現
場
に
て
煙
の
発
生
を
確
認
。
 

 
20
：
00
 
小
規
模
漏
え
い
と
判
断
し
、
通
常
停
止

。
 

 
 
 
 
 
操
作
開
始
。
 

 
20
：
50
 
火
災
検
知
器
の
新
た
な
発
報
（
急
増
）

と
 

 
  
 
 
 
白
煙
の
増
加
を
確
認
。
 

 
21
：
20
 
原
子
炉
手
動
ト
リ
ッ
プ
操
作
。
 

 
22
：
55
 
Ｃ
ル
ー
プ
配
管
部
の
ド
レ
ン
操
作
開
始

。
 

 
23
：
13
 
Ｓ
Ｇ
室
換
気
装
置
が
自
動
停
止
。
 

 平
成
7年

12
月
9日

 
 
 0
：
15
 
ナ
ト
リ
ウ
ム
抜
き
取
り
完
了
。
 

事
故

の
経
緯

 

＊
外

気
温

5
℃
の

相
対

湿
度

よ
り

換
算

 

事
故
の
概

要
 

 

平
成

７
年

１
２

月
８

日
、

放
射

性
物

質
を

含
ま

な
い

２
次

系
主

冷
却

系
Ｃ

ル
ー

プ
の

中
間

熱
交

換
器

出
口

側
配

管
に

あ
る

温
度

計
か

ら
、

２
次

系
の

ナ
ト

リ
ウ

ム
が

漏
え

い
し

た
。

原
子

炉
を

手
動

で
停

止
し

た
後

、
Ｃ

ル
ー

プ
配

管
内

の
ナ

ト
リ

ウ
ム

を
抜

き
取

り
、

漏
え

い
を

止
め

た
。

漏
れ

た
ナ

ト
リ

ウ
ム

は
、

真
下

に
あ

る
換

気
ダ

ク
ト

、
足

場
（

グ
レ

ー
チ

ン
グ

）
を

破
損

さ
せ

、
床

ラ
イ

ナ
（

鋼
製

の
板

）
上

に
堆

積
す

る
と

と
も

に
、

ナ
ト

リ
ウ

ム
燃

焼
に

よ
り

生
成

し
た

ナ
ト

リ
ウ

ム
化

合
物

（
エ

ア
ロ

ゾ
ル

）
が

建
物

内
に
拡
散
し
、
一
部
が
屋
外
に

放
出

さ
れ

た
。
 

ナ
ト
リ
ウ
ム
漏
え
い
箇
所

 

温
度
計
取
付
部

周
辺
の
状
況

 

φ10

18
5.

5

φ22

漏
え
い
漏
れ
の
原
因
と
な
っ
た
温
度
計

 

ナ
ト
リ
ウ
ム
漏
え
い
事
故
の
概
要

 

項
目

 
デ
ー
タ

 

Ｎ
ａ
漏
え
い
量

 
（漏

え
い
時
間
） 

6
4
0
±

4
2
k
g
 

（3
時
間

4
0
分
） 

Ｎ
ａ
漏
え
い
速
度

 
約

5
0
～

4
0
g
/
se

c 

部
屋
容
積

 
（壁

材
質
） 

約
2
,3

0
0
m

3
 

（コ
ン
ク
リ
ー
ト
）
 

初
期
室
温

 
（相

対
湿
度
） 

～
1
5
℃

 
（4

0
％

※
） 

床 ラ イ ナ 
床
ラ
イ
ナ

 
の
減
肉

 

床
ラ
イ
ナ

の
一

部
に

最
大

1
.5

m
m
程

度
の

減
肉

 

温
度

 
最
大

6
5
0
～

7
5
0
℃

 

×
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H
2
4
.4

.2
 保

安
院

よ
り
さ

ら
な

る
根

本
分

析
実

施
の

指
示

 
 
 

6
.１

5
 根

本
原

因
分

析
の

報
告

書
を

保
安

院
に

提
出

 
 
 

6
.2

1
 新

規
製

作
の

炉
内

中
継

装
置

の
使

用
前

検
査

合
格

 
 
 

8
. 
 8

 保
安

院
が

本
件

に
係

る
最

終
の

評
価

結
果

を
公

表
（
復

旧
完

了
） 

 
 炉
心

確
認

試
験

終
了

後
、

4
0
％

出
力

プ
ラ

ン
ト
確

認
試

験
に

向
け

、
燃

料
交

換
を

実
施

。
 

H
2
2
.8

.2
6
：
炉

内
中

継
装

置
が

落
下

 
 1

0
.1

3
：
引

抜
作

業
を

実
施

し
た

が
、

「荷
重

超
過

」
の

警
報

が
発

報
し

中
断

 
 1

1
. 
9
：
接

続
部

の
ギ

ャ
ッ

プ
が

変
化

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
 

H
2
3
.6

.2
4
：
燃

料
出

入
孔

ス
リ
ー

ブ
と

の
一

体
引

抜
き

作
業

完
了

 
 1

1
.1

1
：
原

子
炉

上
部

に
お

け
る

復
旧

作
業

終
了

 

法
令

報
告

を
規

制
当

局
へ

提
出

（
H
2
4
.3

.9
）
 

【
落

下
の

直
接

原
因

】
炉

内
中

継
装

置
を

吊
る

グ
リ
ッ

パ
の

平
板

形
状

の
爪

開
閉

ロ
ッ

ド
が

回
転

し
た

た
め

､爪
が

正
常

に
開

か
な

い
状

態
と

な
っ

た
｡ 

【
再

発
防

止
対

策
】
グ

リ
ッ

パ
を

､爪
開

閉
ロ

ッ
ド
が

回
ら

な
い

構
造

へ
改

良
、
グ

リ
ッ

パ
の

爪
開

閉
状

態
目

視
用

点
検

窓
設

置
 

 
【
水

平
展

開
】
グ

リ
ッ

パ
機

構
を

有
す

る
設

備
、

安
全

上
重

要
な

機
器

を
吊

る
設

備
の

点
検

 

炉
内
中
継
装
置

(燃
料
を
交
換
す
る
た
め
の
設
備
の
一
部

)の
落
下

ト
ラ
ブ
ル
の
概

要
 

原
子

炉
機

器
 

輸
送

ｹ
ｰ
ｼ
ﾝ
ｸ
ﾞ 

下
部

ガ
イ
ド

 

炉
内

中
継
装
置

 
案

内
管

接
続
部

 落 下 

炉
内

中
継

 
装

置
（約

12
m
、

約
3
.3
ト
ン

) 

燃
料

出
入
孔

 
ス
リ
ー
ブ

 

原
子

炉
容
器

 

炉
  
心

  
槽

 

上
部

支
持
板

 

爪
開

閉
ロ
ッ
ド
正
常
位
置

 
爪

開
閉
ロ
ッ
ド
が
回
転

し
て
片

吊
り
状
態

 

9
0
㎜

 

ト
ラ

ブ
ル

の
概

要
 

 
平

成
2
2
年

8
月

2
6
日

、
燃

料
交

換
に

使
用

し
た

炉
内

中
継

装
置

を
原

子
炉

容
器

の
所

定
の

位
置

か
ら

引
き

抜
く
作

業
を

し
て

い
た

と
こ

ろ
、
所

定
の

位
置

よ
り
約

２
ｍ

位
吊

り
上

げ
た

時
点

で
、
炉

内
中

継
装

置
が

吊
り

上
げ

設
備

（
原

子
炉

機
器

輸
送

ケ
ー

シ
ン

グ
）
の

つ
か

み
装

置
（
グ

リ
ッ

パ
）
か

ら
外

れ
、
落

下
し

た
も
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「もんじゅ」の保守管理上の不備について 

 

 

１．保守管理上の不備の概要 

 「もんじゅ」では、軽水炉を参考に「保全計画」(*1)を平成 21年 1月に定め、

電気・計装制御設備（約 3 万 2 千個）や、ポンプ類などの機械設備（約 7 千

個）について、一定の期間毎に点検をすることとしている。しかしながら、

一部で点検時期に関する誤った解釈をしていたことや、点検時期を延長する

手続きが適切でなかったことから、結果的に点検時期の超過が発生した。 

 

(*1)保全プログラムと保全計画について 

・「保全プログラム」は、保全対象範囲の策定、保全重要度の設定、保全活動管理指標の設定、監

視計画の策定及び監視、保全計画の策定、保全の実施、点検・補修等の結果の確認・評価、点検・

補修等の結果の不適合管理、是正処置及び予防処置、保全の有効性評価までの仕組み全体をいう。 

・「保全計画」は「保全プログラム」を構成する重要な要素であり、点検計画や補修・取替計画と

いった事業者が行う具体的な保全活動に関する計画であり、発電所の設備の安全性を確保するた

めの基礎となるものである。 

 

 

２．未点検機器が発生した状況 

・炉心確認試験の終了（平成 22年 7月 22日）の翌日から、次の 40%出力プラ

ント確認試験の終了までを「第 2保全サイクル」（16ヶ月間）と設定。 

 

・その後、次の事象の影響によりプラントは長期の停止状態となった。 

    平成 22年 8月  炉内中継装置の落下 

    平成 22年 12 月  非常用ディーゼル発電機（C）シリンダライナーひび割れ 

    平成 23年 3月  東日本大震災 

 

・そのため、第 2 保全サイクルの期間を、当初の 16 ヶ月（H22.7～H23.11）

から、約 26ヶ月（H22.7～H24.9）に延長、さらには約 47ヶ月（H22.7～H26.6）

に延長した。 

 

・この間、点検計画で定めた点検時期を迎えた機器に対して、一部で点検時

期に関する誤った解釈をしていたことや、点検時期を延長する手続きが適

切でなかったことから、結果的に点検時期の超過が発生した。 
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３．保守管理上の不備についての経緯 

 主要な経緯は以下のとおりである。 

 

（平成 24年） 

 9 月 13日 原子力機構は、ナトリウム漏えい検出器の点検計画の変更手続きの不備を見

つけ、他に同様の不備がないか自主的に調査を開始 

 

 11月 26日 第 3回保安検査（「保全計画」に規定された点検間隔を遵守した点検が行わ 

 ～12月 7日 れていないことを確認） 

 

 11月 27日 電気・計装制御設備に、点検時期の延長、点検間隔・頻度の変更の手続きに

不備があることを確認し、公表。 

 

 12月 12日 原子力規制委員会は、原子炉の保全が適切に実施されていないとの判断の下、

保安のために必要な措置命令及び報告の聴取を行うこととし、平成 25年 1月

31 日までに報告することを、原子力機構に命令。 

  ・原子炉等規制法第 36条に基づく措置命令【資料 A】 

  ・原子炉等規制法第 67条に基づく報告の徴収【資料 B】 

  

 12月 12日 文部科学省研究開発局長から原子力機構理事長へ、もんじゅにおける保安規

定遵守義務違反等に対する取組の指示【資料 C】 

   

（平成 25年） 

 1 月 31日 原子力機構は、原子力規制委員会へ報告書を提出 

  ・保安のために必要な措置の結果 

  ・事実関係調査、原因究明・再発防止対策、根本原因分析の結果とその対策 

 

 2 月 14～15日 原子力規制委員会による立入検査 

  （報告書確認、点検状況確認、インタビュー） 

 

 3 月 4～22日 第 4回保安検査 

  （保守管理上の不備を中心とした検査） 

 

 5 月 15日 原子力規制委員会において、もんじゅにおける点検時期超過事案に関する評

価及び今後の対応を決定 
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 5 月 16日 5 月 15日の原子力規制委員会の結果を踏まえて、文部科学大臣から原子力機

構理事長へ、もんじゅにおける点検時期超過事案に対する取組について指示

【資料 D】 

 

 5 月 29日 原子力規制委員会は、原子力機構からの報告及びその後実施した立入検査・

保安検査を踏まえ、保安のために必要な措置の実施及び保安規定変更を命令 

  ・原子炉等規制法第 36条に基づく措置命令【資料 E】 

  ・原子炉等規制法第 37条に基づく保安規定変更命令【資料 F】 

   

   

（機構の現在の対応状況） 

 原子力機構は、過去に点検期限を超過した機器の調査を実施し、未点検機

器を確定し、着実に点検を行う取組みを続けており、並行して直接的原因に

対する再発防止対策を進めている。 

 また、平成 25 年 5 月 29 日の原子力規制委員会からの命令に基づき、保守

管理体制及び品質保証体制の再構築と、組織的要因の根本原因分析のやり直

し(*2)による再発防止対策の検討を行っており、組織内における役割分担並び

に責任及び権限を確認したうえで、保安規定を変更する予定である。 

 

(*2)「もんじゅにおける保守管理上の不備」に係る根本原因分析の拡充結果について  

   平成 25年 8月 23日 
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「もんじゅにおける保守管理上の不備」に係る 

根本原因分析の拡充結果について（概要） 

 

 

１．はじめに 

平成 25年 1月 31日に原子力規制委員会へ報告した「高速増殖原型炉もんじゅにおける

点検間隔等の変更に係る保守管理上の不備」について、原子力規制庁による立入検査(2

月 14 日、15 日)、保安検査(3 月 4 日～22 日)等による事実確認が行われた。 

その後、平成 25 年 5 月に原子力規制委員会から、この立入検査等を踏まえて評価が行

われ、組織的背景要因に関して、「当委員会が重要と考えるトップマネジメント、コンプライ

アンス、職員の意欲の低下等の項目が分析されておらず、当委員会としては、現時点にお

けるＪＡＥＡによる組織的要因等根本原因に係る分析は不十分であると判断する。また、ＪＡ

ＥＡにおいては、過去からの組織的背景要因が未だに解決されずに残っているものと考え

る。」と指摘された。また、もんじゅの安全文化の劣化等に対し、組織的要因の問題等の根

本原因分析をやり直し、再発防止対策の見直しを行うとともに、保安規定を変更する等の

命令を受けた※1。 

このため、1 月の報告以降 6 月末までに明らかとなった新たな機械保修課、燃料環境課

における保守管理上の不備に係る事象も含めて、組織的要因等の根本原因分析を拡充し

て実施した。 

※1：「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 37 条第 3 項の規定に基づく保

安規定の変更命令について」（原管 P 発第 1305294 号 平成 25 年 5 月 29 日） 

 

２．根本原因分析の対象 

根本原因分析では、事実確認の内容を時系列に整理し、点検計画作成の段階、点検計

画変更の段階などに発生している問題点を抽出し、その中から主たる問題事象を特定し、

その背後要因の分析を行った。 

今回の分析対象は次のとおり。 

(1) 今回の「保守管理上の不備」に係る調査・分析 

①電気保修課の不備（平成 25 年 1 月原子力規制委員会報告済） 

②新たな機械保修課の不備（平成 25 年 3 月保安検査で指摘） 

③新たな燃料環境課の不備（平成 25 年 6 月保安検査で指摘） 

(2) トップマネジメントのコミットメントに係る調査・分析 

(3) 過去の根本原因分析等に係る調査・評価 

（添付資料-１ もんじゅ保守管理上の不備に係るＲＣＡの取組み概要） 

 

３．根本原因分析の結果 

３-１ 過去に根本原因分析等を実施したにも拘らず、不備が繰り返された原因 

過去のトラブルに係る根本原因分析の結果とそれらの対策の取り組み状況を、今回の

保守管理上の不備と比較した。その結果、過去の RCA 結果に基づく幾つかの対策と同様

の対策が今回の「保守管理不備」に対しても必要とされており、結果として過去のトラブル

に係る組織的背後要因が解決されずに残っている。 

その原因としては、具体的な対策を計画する際、十分検討しないままに対策を施してお
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り、一部で対策の効果が十分でないものが見られた。また、対策実施後に原因となった組

織的背後要因に対する改善効果があったかどうかなどについて、現場の第一線まで効果

の確認が必ずしも十分でなかった等、対策の有効性についてのフォローが十分なものでな

かった。 

一方、後述する今回の「保守管理不備」に係る RCA の結果からは、安全文化の要素の

全般において劣化兆候が確認されており、原子力施設の安全確保には不可分である安全

文化が醸成されていないことがトラブルを繰り返している重大な要因と考えられる。 

このため、今回のような事態を繰り返さないために、今後は、具体的な対策の策定時に

効果の確認（実効的な対策であることや対策によって発生する副作用等）及び対策の実施

後に対策の有効性の評価（担当者等へのインタビュー等による対策の浸透具合の確認等）

を行い、その結果のフィードバックを行って取り組みが定着するよう確実にフォローしていく

必要がある。 

 

３-２ 今回の保守管理の不備を引き起こした代表的な組織要因 

各不備事象に関する要因及び上記 2-1の過去のRCA結果に対する要因を含めて分析・

評価した結果として得られた主な背後要因について、ＪＯＦＬ（ＪＮＥＳの組織要因表）の視点

に基づき組織要因を整理し、さらに、抽出された組織要因を「規制当局が事業者の安全文

化・組織風土の劣化防止に係る取り組みを評価するガイドライン（原子力安全・保安院 平

成 19 年 11 月 1 日）」※2に示される安全文化の 14 要素の分類に基づき、安全文化の劣化

の視点から組織要因を整理、評価した。その結果、安全文化の要素全般において劣化兆

候が確認された。 

※ 2 ：ガイドラインは、原子力安全基盤機構「安全文化の理解と評価のための手引き

（JNES-SS-0615-1）」と同じものである。 

（添付資料-２ 安全文化の視点からの主な組織要因の整理、評価と対策提言） 

 

安全文化の劣化兆候が確認された代表的な組織要因として、以下があげられる。 

（１） トップマネジメントのコミットメントが現場の第一線まで浸透していない 

（２） 上級管理者の明確な方針と実行が十分に行われていない 

（３） 誤った意思決定を避けるためのチェック機能が効果的に働いていない 

（４） 経営と現場及び職場内のコミュニケーションが有効に機能していない 

（５） 自ら定めたルールを守る等のコンプライアンス意識の徹底が図られていない 

（６） 技術力を維持・向上させる等、学ぶ姿勢が不足している 

（７） 作業管理のＰＤＣＡが回っていない 

（８） 管理者のリーダーシップや意欲が低下している 

 

それらを踏まえた組織要因と対策提言の具体例を以下に示す。 

（１）トップマネジメントのコミットメントが現場の第一線まで浸透していない 

トップマネジメントが安全を最優先するという明確なメッセージを現場の第一線の業務

にまで浸透しておらず、更には保全計画の遂行に必要な資源の配分が十分になされ

ていない。 

〔対策提言〕トップマネジメントは、安全確保を最優先とするメッセージを浸透させ、機構業

務に 確実に反映させるために必要な組織体制の強化や仕組みの構築を図ること。あ
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わせてメッセージに見合う保全計画の遂行に必要な資源配分を確実にすること。 

 

（２）上級管理者の明確な方針と実行が十分に行われていない 

所長は、トラブル等によって保全サイクルが長期化しているにも拘らず、保守管理の実

施方針に示された保守管理活動を評価し改善することに取り組んでいなかった。また、

センター幹部は、日常の保守管理を通して保全プログラムを充実・発展させ、最適化す

るためのマネジメントについて長期視点で取り組むことが十分でなかった。さらに、安全

統括部長、統括監査の職及び安全監査室長は、安全監査に必要な専門知識や経験を

持つ監査員を確保するための環境整備や監査員が不足しており、監査機能が十分に

発揮されなかった。 

〔対策提言〕所長は、保守管理活動が確実にできる業務フローを明確にしてルール化し、

保守管理活動の定期的な評価・改善などの取り組みを確実に実施すること。また、セ

ンター幹部は、日常の保守管理を通してプラント状態に応じた保全プログラムの最適

化のため、プラント保全管理の実践経験を有する者を配置する等して長期的な目標・

視点を持って高速炉の保全プログラムとして組織的に取り組むこと。さらに、経営層は、

安全監査に必要な専門知識や経験を持つ監査員を確保するための環境整備を行うた

めの組織の見直し、必要な経営資源の投入を行うこと。 

 

（３）誤った意思決定を避けるためのチェック機能が効果的に働いていない 

センター幹部、ライン職及び会議体は、保安規定に明記のない事項について別にルー

ルを制定すれば対処できるとする等、保安活動における意思決定にあたって、本来の

チェック機能が効果的に働いていない。 

〔対策提言〕センター幹部は、ルールの制改定にあたって、保安規定との整合を確実に

するよう、ライン職や会議体でのチェックと品質保証部門による横串が機能する仕組

みを構築すること。 

 

（４）経営と現場及び職場内のコミュニケーションが有効に機能していない 

運営管理室長及びプラント保全部長は、点検工程と試験工程の整合を現場に確認せ

ず、経営層や所長へ点検工程の確保を意見できなかったこと、また経営層及び所長も、

点検工程の確保等に係る現場とのコミュニケーションが不足した。さらに、点検業務の

課題を解決するようなこと及び点検期限が超過することについて、保守担当と課長間

でコミュニーションが取れていない。 

〔対策提言〕経営と現場との連携を密にするための経営支援組織の在り方を見直し、保

全計画の実施を確実にする等の現場の課題について、経営層から センター幹部及

び現場までのコミュニケーションが円滑に行われるように、組織体制の強化を含めた

情報伝達経路と手段の見直しを行うこと。また、報告・連絡・相談の徹底化を通じて、

点検業務の課題を明確にしてこれを共有し、オープンな議論を重ねて課題を解決する

よう、保守担当者との良好なコミュニケーションに努めること。 

 

（５）自ら定めたルールを守る等のコンプライアンス意識の徹底が図られていない 

センター幹部が、保全計画と整合した点検工程を確保するという保安規定遵守の意識
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が欠けており、点検計画を遵守できていない等、ルールが遵守されていない。 

〔対策提言〕センター職員は、保安規定を遵守するというコンプライアンス意識を徹底し、

ルールに従った業務の実施を確実にすること。 

 

（６）技術力を維持・向上させる等、学ぶ姿勢が不足している 

所長は技術伝承のための人的配置計画が適切でなかったこと等、組織各層の構成員

の育成と動機付けを図り、組織の技術力を維持・向上させる取り組みが行われていな

い。また、プラント保全部において、十分な検証を行わないままにメーカ推奨値には安

全裕度が加味され保守的であると判断しており、保安活動に関連する知見・情報・デー

タの活用において適切なマネジメントがなされていなかった。 

〔対策提言〕所長は、組織各層の構成員の力量を維持するため、長期的視野で次代を担

う人材の配置と育成を行い、技術的知見・経験の蓄積による技術力の維持・向上を図

ること。また、プラント保全部長は、保安活動に関連する知見・情報・データの根拠につ

いて、設計・製作を担当した元請メーカの経験・知見を一元化して利用できるようにす

るとともに、これらデータ等の管理について先行的に取り組みを行っている原子炉施設

の知見を学び、安全の確保を確実にして業務に適用すること。 

 

（７）作業管理のＰＤＣＡが回っていない 

プラント保全部長及び電気保修課長は、点検計画を遵守できるプラント工程の検討を

行っていない。また、プラント保全部長は、保全の有効性評価の部内サポートや点検

計画のマネジメントを行っていない。さらに、点検期限の超過の調査において調査方法

の統一化や共有化が行われていない。 

〔対策提言〕センター職員は、「段取り八分」と言われる作業計画を十分に検討し、無理の

ない工程計画、作業条件、作業環境の整備等について、先行的に取り組みを行ってい

る原子炉施設の知見を学び、マネジメントを確実にして計画に基づく作業管理を適切

に行うこと。 

 

（８）管理者のリーダーシップや意欲が低下している 

保修計画課長は、点検計画の管理等は保守担当課で行うべきとして自らの保安規定

の職務である保守の計画及び管理を行わなかったこと、プラント保全部長及び保修計

画課長は月間レビューの確認、管理を怠ったこと、さらに、電気保修課長は点検期限

の超過の調査において調査方法の統一化等を行わなかった等、管理者のリーダーシ

ップ、管理の意欲や姿勢の向上等に取り組んでいない。 

〔対策提言〕プラント保全部の管理職は、自らの担当職務を正しく認識して保安規定に基

づく保全計画の厳格な遵守に努め、保守管理活動にあたっては、自らの責任の下、権

限の委譲と実施責任を与えて業務を遂行させるとともに、実施状況を自ら確認して業

務の完遂を確実にするようリーダーシップの発揮に取り組むこと。 

 

４．まとめ 

分析の結果、安全文化の要素である「トップマネジメントのコミットメント」、「上級管理者の

明確な方針と実行」、「誤った意思決定を避ける方策」、「良好なコミュニケーション」、「コン

プライアンス」、「作業管理」、「態度や意欲」等の全般において組織要因が見いだされた。
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それら組織要因を整理すると次の 5 項目にまとめられる。 

① プラントの長期停止により、現場での運転保守を通じた技術実証活動を行えず、技

術力が低下した 

② 保守管理上の課題に関するトップマネジメントのコミットメントや担当者への指導・フォ

ロー、技術継承への取り組みなど管理職層のマネジメント力が不足している 

③ 「段取り八分」と言われる作業計画が十分に検討されておらず、保守管理活動におい

てＰＤＣＡサイクルの計画（Ｐ）が不足している 

④ 職員の育成と動機付けを図り、組織の技術力や法令遵守に係る理解や意識を維持・

向上させる取り組みが適切に行われおらず、業務遂行にあたり具備すべき技量や意

識が不足している 

⑤ 職員の日常業務への意欲や姿勢の向上、モチベーションの高揚に十分に取り組んで

おらず、業務遂行のためのコミュニケーションや意欲が不足している 

これらを含めた主たる組織要因に対しは、３-２項の「対策提言」としてとりまとめた。 

 

もんじゅは過去のトラブル等の経験を通じて、現場の保守管理等に係るマネジメント力が

不足していたことから、重点的な教育の実施や機構内の他職場からの要員補強などに取り

組んできた。しかしながら、再び今回の「保守管理の不備」を招いたことは、これらの対策が

十分でなかったことを示している。このためセンター幹部は、管理職層が具備すべき力量に

係る教育プログラムを整備するとともに、先行的に取り組みを行っている原子力施設のマ

ネジメントに係る知見を学び、マネジメント力の育成・向上を図る必要がある。また、所長は、

組織各層の構成員の力量を維持するため、長期的な視野で次代を担う人材の配置と育成

を行い、技術的知見・経験の蓄積により技術力の維持・向上を図る必要がある。 

 

経営は、トップマネジメントのコミットメントとして安全確保を最優先とした事業の推進に必

要な資源配分を確実にするとともに、品質方針および安全文化醸成活動に係る方針を再

検討し、安全確保の目標を達成するために必要な組織体制の強化や仕組みの再構築を図

る必要がある。また、安全監査に必要な専門知識や経験を持つ監査員を確保するための

組織の見直しや必要な資源投入を行う必要がある。 

 

加えて、機構役職員は、今回の問題が業務遂行に必要な技量や管理意識の不足、業務

のルールやプロセスの不備の放置、コンプライアンス意識の不足など、組織人としての基

本とも言える能力や意識の不足に起因していることを重く受け止め、もんじゅのみの問題と

捉えることなく自ら技量の研鑽や意識改革に努め、失敗は二度と許されないとの強い信念

のもと、信頼の回復に努めていく必要がある。また、職場での意識改革やコミュニケーショ

ンの活性化を進め、良好な職場風土を醸成していく必要がある。 

 

以 上 

添付資料-１ もんじゅ保守管理上の不備に係るＲＣＡの取組み概要 

添付資料-２ 安全文化の視点からの主な組織要因の整理、評価と対策提言 
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トップマネジメントが安全を最優先するという明確なメッセージ
を現場の第一線の業務にまで浸透しておらず、更には保全計
画の遂行に必要な資源の配分が十分になされていない。

トップマネジメントは、安全確保を最優先とするメッセージを浸
透させ、機構業務に確実に反映させるために必要な組織体
制の強化や仕組みの構築を図ること、あわせてメッセージに
見合う保全計画の遂行に必要な資源配分を確実にすること

理事長が示す組織の方針が実際の現場で発生したことを反
映しておらず、現場で安全確保の目標の達成を確実にするよ
うな活動ができる方針となっていない。

トップマネジメントは、組織の方針を左右するような事象が現
場で発生した場合、臨時マネジメントレビューを開催する等し
て品質方針及び安全文化醸成活動に係る活動方針を再検討
するとともに、安全確保の目標を達成するために必要な組織
体制の強化や仕組みの再構築を図ること

所長は、トラブル等によって保全サイクルが長期化しているに
も拘らず、「保守管理の実施方針」に示された保守管理活動を
評価し改善することに取り組んでいなかった。

所長は、保守管理活動が確実にできる業務フローを明確にし
てルール化し、「保守管理の実施方針」に示された保守管理
活動の定期的な評価・改善などの取り組みを確実に実施す
ること

センター幹部は、日常の保守管理を通して保全プログラムを
充実・発展させ、最適化するためのマネジメントについて長期
視点で取り組むことが十分でなかった。

センター幹部は、日常の保守管理を通してプラント状態に応
じた保全プログラムの最適化のため、プラント保全管理の実
践経験を有する者を配置する等して長期的な目標・視点を
持って高速炉の保全プログラムとして組織的に取り組むこと

センター幹部は安全を最優先した資源計画（予算計画、人員
計画、保守・保全計画）の立案と実行が十分でなく、保全計画
の遂行に必要な予算や人員が不足していた。これらについ
て、敦賀本部を含む組織部署及び会議体の相互関係におけ
る責任と権限が明確になっておらず、実施義務が認識されて
いない。

センター幹部は、安全を最優先した資源計画（予算計画、人
員計画、保守・保全計画）の合理的な立案と実行により、保
守管理に必要な資源の確保を確実にすること。
また、経営は、もんじゅにおける資源計画に係る組織部署及
び会議体の責任と権限が明確な体制とし、実施義務を認識さ
せること

安全統括部長、統括監査の職及び安全監査室長は、安全監
査に必要な専門知識や経験を持つ監査員を確保するための
環境整備や監査員が不足しており、監査機能が十分に発揮さ
れなかった。

経営層は、安全監査に必要な専門知識や経験を持つ監査員
を確保するための環境整備を行うための組織の見直し、必要
な経営資源の投入を行うこと

3.誤った意思決定
を避ける方策 センター幹部、ライン職及び会議体が、設備の安全確保のた

めに必要な点検工程の確保の意識に欠け、また、予算、組
織、工程等の理由であれば不適合管理を簡便に処理できるよ
うに改定する等、安全に関わる誤った意思決定や組織の閉鎖
性（集団浅慮）が認められる。

センター幹部は、設備に係る不適合事象が発生した場合に
は設備の安全確認への取り組みを第一とし、必要な点検工
程の確保を確実にすること。また、予算等の理由で不適合管
理を簡便に処理する等の安全に関わる誤った意思決定や組
織の閉鎖性（集団浅慮）を排除するための具体的な方策を確
立し機能させること

センター幹部、ライン職及び会議体が、保安規定に明記のな
い事項について別にルールを制定すれば対処できる等、保安
活動における意思決定にあたって、本来のチェック機能が効
果的に働いていない。

センター幹部は、ルールの制改定にあたって、保安規定との
整合を確実にするよう、ライン職や会議体でのチェックと品質
保証部門による横串が機能する仕組みを構築すること
また、本部はチェック機能が徹底されるよう支援を行うこと

4.常に問いかける
姿勢

センター幹部、ライン職及び会議体が保安規定にない事項を
別にルールを制定して対処していることや、点検期限を管理
する仕組みを構築しておらず、また、点検工程と試験工程の
整合を確認しない等、立ち止まって再考するなど、疑問を持つ
姿勢に欠け、慎重な意思決定をしていない。

センター幹部は、ルールの制改定や仕組みの構築、点検と
試験工程の整合確認等を行う場合には、慎重な意思決定を
行うために、常に立ち止まって、疑問を持って再考することが
確実に業務で行われるよう仕組みを構築すること

5.報告する文化

点検超過した機器の存在が明らかになった際に、所長はさら
に情報の整理が必要と判断したことや、保守担当課員は少し
くらいなら設備の健全性は維持されると考えて必要な箇所へ
の報告を怠っている。

センター幹部は、悪い情報や個人エラー等、組織にとって望
ましくない情報を懸念なく報告できる職場の雰囲気を醸成さ
せること
このために、報告・連絡・相談の徹底化を図るため、報告者、
受領者の双方に対する教育を行うとともに、実践にあたって
は報告者に対して、その対策や結果をフィードバックし行為の
価値を認める等、「やらされる報連相」から「積極的な報連相」
へと意識の改革を図ること

6. 良好なコミュニ
ケーション

運営管理室長及びプラント保全部長が、点検工程と試験工程
の整合を現場に確認せず、経営層や所長へ点検工程の確保
を意見できなかったこと、また経営層及び所長は、点検工程
の確保等に係る現場とのコミュニケーションが不足したこと
や、プラント保全部長が部内での情報共有を図らなかった等、
コミュニケーションが有効に機能していない。

経営支援組織として敦賀本部に設けたもんじゅ総括調整グ
ループと現場の連携が悪く、組織的な対応が迅速に行われて
おらず、コミュニケーションが有効に機能していない。

点検業務の課題を解決するようなこと及び点検期限が超過す
ることについて、保守担当と課長間でコミュニーションが取れ
ていない。

保守担当課長は、報告・連絡・相談の徹底化を通じて点検業
務の課題を明確にしてこれを共有し、オープンな議論を重ね
て課題を解決するよう、保守担当者との良好なコミュニケー
ションに努めること

7.説明責任・透明
性 所長及びプラント保全部長は、点検期限超過の機器の存在が

明らかとなった時点で、関係箇所へ迅速に連絡していない。

センター幹部は、説明を要する事態が発生した場合に、地元
住民や国民、規制当局にタイムリーで透明性の高い情報提
供を確実にすること

2.上級管理者の明
確な方針と実行

安全文化の視点からの主な組織要因の整理、評価と対策提言

安全文化の要素 主な組織要因の評価結果 主な対策提言

1.トップマネジメン
トのコミットメント

経営と現場との連携を密にするための経営支援組織の在り
方を見直し、保全計画の実施を確実にする等の現場の課題
について経営層からセンター幹部及び現場までのコミュニ
ケーションが円滑に行われるように、組織体制の強化を含め
た情報伝達経路と手段の見直しを行うこと
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安全文化の要素 主な組織要因の評価結果 主な対策提言

8.コンプライアンス
センター幹部、ライン職や会議体において、点検期限を管理し
て点検計画が遵守出来るようなルールのタイムリーな見直し
確認が出来ていなかったことや、予算、組織、工程等の理由
で不適合を簡便に処理する等、ルールの目的に適合していな
い。

センター幹部は、点検期限管理の導入のような設備の安全
確保に結びつくルールの見直し・変更を行う場合、業務に対
する要求事項のレビューによって安全性への影響の評価等
をタイムリーに実施するとともに、品質保証室長は、不適合の
簡便な処理等のルールの目的に適合していない処置を排除
することを確実にすること

ライン職や会議体において、保安規定に記載がない場合に別
のルールを制定し、対処することを可としたことや、運営管理
室長及びプラント保全部員は、既存のルールに従った取り組
みを行っていない等、ルールが遵守されていない。

運営管理室長は、トラブル等により試験工程が定まらなかった
ことから、工程管理要領に従った現地マスター工程（年間）が
制定できないことがあり、点検工程の調整が出来ていない等、
ルールが遵守されていない。

センター幹部が、保全計画と整合した点検工程を確保すると
いう保安規定遵守の意識が欠けて点検計画を遵守出来てい
ない等、ルールが遵守されていない。

9.学習する組織

プラント保全部員が、点検期限、点検期間等の考え方を理解
していないことや、プラント保全部の管理職が、保全の有効性
評価へのフォローを行っていないこと、更には、品質保証室長
及び保修計画課長が、要領類の制改定時にその内容を事前
に教育していないこと、また、所長は技術伝承のための人的
配置計画が適切でなかったこと等、組織各層の構成員の育成
と動機付けを図り、組織の技術力を維持・向上させる取り組み
が行われていない。特にプラント保全部の管理職は、職務遂
行にあたって本来持たなければならないマネジメント力が不足
していた。

プラント保全部の管理職は、教育やフォローを通じて、保守管
理担当者の点検期限管理の理解や保全の有効性評価の実
施を確実にすること、また品質保証室長及び保修計画課長
は、要領類の制改定時にその内容を事前に教育することを
徹底する等、ライン職は、組織各層の構成員の育成と動機付
けを図り、組織の技術力の維持・向上に取り組むこと
センター幹部は、管理職層の職務遂行にあたって本来持たな
ければならない力量に係る教育プロラムを整備するとともに、
先行的に取り組みを行っている原子炉施設のマネジメントに
係る知見を学び、マネジメント力の育成・向上を図ること
所長は、組織各層の構成員の力量を維持するため、長期的
視野で次代を担う人材の配置と育成を行い、技術的知見・経
験の蓄積による技術力の維持・向上を図ること

プラント保全部において、十分な検証を行わないままにメーカ
推奨値には安全裕度が加味され保守的であると判断してお
り、保安活動に関連する知見・情報・データの活用において適
切なマネジメントがなされていなかった。

プラント保全部長は、保安活動に関連する知見・情報・データ
の根拠について、設計・製作を担当した元請メーカーの経験・
知見を一元化して利用できるようにするとともに、これらデー
タ等の管理について先行的に取り組みを行っている原子炉
施設の知見を学び、安全の確保を確実にして業務に適用す
ること

プラント保全部において、点検期限超過に係る不適合管理が
適切に出来ておらず、他発電所での事象から得られた知見や
教訓を学習し、改善活動に反映していない。

プラント保全部長は、他発電所での事象から得られた知見や
教訓について、情報の入手範囲を見直して積極的に収集し
学習や改善活動を確実にすること

統括監査の職及び安全監査室長は、安全監査に必要な専門
知識の付与や監査能力の維持向上に努めておらず、監査員
の力量が不足していた。

統括監査の職及び安全監査室長は、監査員への事業に係る
知識の付与や監査能力を確保するための力量の設定、評価
に係る仕組みを強化すること

10．事故・故障等
の未然防止に取り
組む組織

ライン職及び会議体が、予算、組織、工程等の理由で不適合
を簡便に処理し、是正処置や予防処置につながらない仕組み
としていることや、プラント保全部において、点検期限超過を
不適合として管理しておらず、問題の検出や未然防止の取り
組みが行われていない。

センター幹部は、予算等の理由で不適合を簡便に処理する
等、安全に関わる誤った意思決定や組織の閉鎖性（集団浅
慮）を排除し、原因を除去するという不適合管理を確実にし
て、事故・故障等の未然防止に努めること

11.自己評価また
は第３者評価 所長は、トラブル等による工程遅延で保全サイクルが長期化

しているにも拘らず定期的に行うとした保守管理活動の評価
を行っていない。

所長は、保守管理活動を適切なスパンで評価するようにルー
ル化し、継続的な改善に努めることを確実にすること

プラント保全部長及び電気保修課長が、データが膨大で人の
手で管理することが困難であったにも拘らず、管理するシステ
ムの導入や要員の補充等の環境整備、資源確保に係るマネ
ジメントを適切に行っていない。

所長、プラント保全部長及びプラント管理部長は、保守管理
に係るデータや作業の処理を確実にするため、先行的に取り
組みを行っている原子炉施設のマネジメントに係る知見を学
び、管理するシステムの導入や要員の補充等の環境整備、
資源管理の適切化を図ること

プラント保全部長及び電気保修課長が、点検計画を遵守でき
るプラント工程の検討を行っていないこと、及びプラント保全部
長は、保全の有効性評価の部内サポートや点検計画のマネ
ジメントを行っていない。

プラント保全部長及び電気保修課長が、点検期限超過の調査
方法の共有を図っていない。

電気保修課長が、調査のデータの一元管理を行わなかったこ
と等、作業管理の問題が認められる。

13.変更管理
電気保修課長が、点検期限が明確となった点検計画を遵守す
るためのプラント工程の検討が十分でなかったことや、プラン
ト保全部において、新しい保全サイクルに係る点検計画が制
定された際に、年度当初に発注された計画の見直しを行わな
かったこと等、ルールや手順の変更時に、安全性への影響等
を適切に評価して管理することが行われていない。

プラント保全部の管理職は、点検期限管理の考え方や点検
計画が見直される等、ルールや手順の変更時には、業務に
対する要求事項のレビューによって安全性への影響等を適
切に評価して管理することを確実にすること

センター職員は、保安規定を遵守するというコンプライアンス
意識を徹底し、ルールに従った業務の実施を確実にするこ
と、また、職員自らがこれを確実にするための具体化に取り
組むこと

12.作業管理

センター職員は、「段取り八分」と言われる作業計画を十分に
検討し、無理のない工程計画、作業条件、作業環境の整備
等について、先行的に取り組みを行っている原子炉施設の知
見を学び、マネジメントを確実にし計画に基づく作業管理を適
切に行うこと
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安全文化の要素 主な組織要因の評価結果 主な対策提言

電気保修課では、日頃から課内コミュニケーションが良くなく、
担当者が行った保全の有効性評価で受けた指摘を課長等へ
相談することなく評価を諦めており、従業員の日常業務の意
欲や姿勢の向上、モチベーションの維持・高揚への取り組み
が見られない。

プラント保全部において、保全の有効性評価に係る課題の共
有化が図られておらず、その課題解決に取り組んでいないな
ど、良好な職場風土の醸成に取り組んでいない。

保修計画課長が、点検計画の管理等は保守担当課で行うべ
きとして自らの保安規定の職務である保守の計画及び管理を
行わなかったことや、プラント保全部長及び保修計画課長が、
月間レビューの確認、管理を怠ったこと、更には、電気保修課
長が、点検期限の超過の調査において調査方法の統一化を
行わなかった等、管理者のリーダーシップ、管理の意欲や姿
勢の向上等に取り組んでいない。

プラント保全部の管理職は、自らの担当職務を正しく認識し
て保安規定に基づく保全計画の厳格な遵守に努め、保守管
理活動にあたっては、自らの責任の下、権限の委譲と実施責
任を与えて業務を遂行させるとともに、実施状況を自ら確認し
て業務の完遂を確実にするようリーダーシップの発揮に取り
組むこと

14.態度や意欲

プラント保全部の管理職は、部員が抱える課題や業務の状
況に対して、常に問いかける姿勢を保ち報連相の習慣化を
図り日頃から部員との良好なコミュニケーションを行うことに
より、部員の業務への意欲や姿勢の向上、モチベーションの
維持・高揚を図るとともに良好な職場風土の醸成に取り組む
こと

34



J-
PA

R
C
ハ

ド
ロ
ン
実

験
施

設
に
お
け
る
放

射
性

物
質

漏
え
い
事

故
 

6
.6

 c
m

 

5
月

2
3
日

 1
1
時

55
分

 異
常

な
ビ

ー
ム

 

 
○

 標
的

が
異

常
な

高
温

 
 

→
 放

射
性

物
質

の
放

出
 

 
○

 放
射

性
物

質
の

実
験

ホ
ー

ル
へ

の
漏

え
い

 

 
 

 
→

 作
業

者
の

被
ば

く
（
施

設
内

に
い

た
1
02

名
中

34
名

）
 

 
 

 
 

線
量

：
 0

.1
～

1.
7
m

S
v（

内
部

被
ば

く
+
外

部
被

ば
く
）
 

 
○

 放
射

性
物

質
の

周
辺

環
境

へ
の

漏
え

い
 

 
 

 
 →

 敷
地

境
界

で
の

最
大

線
量

 0
.2

9
μ

S
v 

 
○

 通
報

連
絡

・公
表

の
遅

れ
（約

1.
5日

後
） 

金
標

的
 

核
変
換
実
験
施
設

（
計
画
）
 

日
本

原
子

力
研

究
開

発
機

構
 と

高
エ

ネ
ル

ギ
ー

加
速

器
研

究
機

構
の

共
同

事
業

 

ニ
ュ
ー
ト
リ
ノ
実
験
施
設
 

（
神
岡
検
出
器
へ
) 

原
子
核
素
粒
子
実
験
施
設

（
ハ
ド
ロ
ン
実
験
施
設
）
 

物
質
・
生
命
科
学
実
験
施
設
 

リ
ニ
ア
ッ
ク
 

3
Ge
Vシ

ン
ク
ロ
ト
ロ
ン
 

5
0G
eV
シ
ン
ク
ロ
ト
ロ
ン
 

赤
字
：
Ｊ

Ａ
Ｅ
Ａ

 
黄

字
：
Ｋ

Ｅ
Ｋ

 

陽
子

の
数

 時
間

 

２
秒

 

 
誤

動
作

 陽
子

の
数

 

時
間

 

20
0分

の
1秒

 

正
常

時
の

約
25

0倍
 

異
常

な
ビ

ー
ム

 

事
故

の
概

要
 

5
/
2
8 

文
科

大
臣

指
示

 


機

構
の

全
施

設
に

つ
き

、
安

全
管

理
体

制
及

び
緊

急

時
に

実
施

す
べ

き
手

順
等

の
再

確
認

を
行

う
こ

と
 


J
-
P

A
R

C
に

つ
い

て
は

、
第

三
者

に
よ

る
有

識
者

会
議

を
設

置
し

、
意

見
を

聞
く
こ

と
 

8
/
1
2 

法
令

報
告

第
３

報
を

原
子

力
規

制
委

員
会

に
提

出
 

8
/
2
2 

有
識

者
会

議
答

申
が

ま
と

め
ら

れ
る

 

9
/
2
6 

文
科

大
臣

指
示

に
よ

る
安

全
総

点
検

の
結

果
報

告
 

そ
の

後
の

対
応

等
 

作
業

者
の

被
ば

く
 

周
辺

環
境

へ
の

漏
え

い
 

放
射

性
物

質
放

出
 

35



36



37



 

 

 

 

Ｊ－ＰＡＲＣハドロン実験施設における 

放射性物質漏えい事故検証に係る有識者会議 

答申書 

 

 

平成 25 年 8 月 22 日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38



Ｊ－ＰＡＲＣハドロン実験施設における放射性物質漏えい事故検証に係る有識者会

議（以下「本会議」という。）は、平成 25年 5月 23日に同施設において発生した事故

の再発防止のためにＪ－ＰＡＲＣセンターが策定する案及び同センターの安全管理体

制、緊急時に実施すべき手順等の再確認作業の妥当性について、同センターを所轄す

る独立行政法人日本原子力研究開発機構（以下「ＪＡＥＡ」という。）と大学共同利用

機関法人高エネルギー加速器研究機構（以下「ＫＥＫ」という。）の長から以下の諮問

を受けて本答申をするものである。 

 

[諮問事項] 

（１）Ｊ－ＰＡＲＣセンターの安全管理体制及び緊急時に実施すべき手順等の再確認 

（２）Ｊ－ＰＡＲＣセンターで進める当該事故対策計画の妥当性に係る評価 

 

 

１. 当該事故の検証と課題 

 本会議は、諮問事項（１）、（２）の検証と評価を効率的に進めるために、４名の

専門家からなる作業部会（別紙）を設置し、添付報告書のとおり詳細な報告を受けた。

当該報告書を基にした検証の概要と、抽出された課題は以下のとおりである。 

 

（事故概要） 

平成 25年 5月 23日 11時 55分頃にハドロン実験施設に 30 GeV陽子ビームを供給し

ていた５０ＧｅＶシンクロトロンの遅い（連続）ビーム取り出し電磁石が一瞬、原因

不明の誤作動を起こし、設定値をはるかに超えた強度のパルス状ビームが金の標的に

供給されてしまった。金標的は冷却されていたが、この強度のビームによる熱負荷に

は冷却能力が不足していたため、瞬時にビーム軸に沿って金が溶融し、金標的中に生

成されていた各種放射性物質が蒸発したと考えられる。金標的を収納する容器が気密

ではなかったため、放射性物質の蒸気は一次ビームライン室（第１種管理区域註 1）に

拡散し、さらに同区域の空気が正圧であったため、密閉が不十分であったコンクリー

ト放射線シールドの隙間を通って、多くの実験者が作業中のハドロン実験ホール（第

２種管理区域註 2）に漏出してしまったと考えられる。同区域にはエリアモニタが設置

註 1：放射性物質による表面汚染や空気の汚染の管理が必要とされる区域。 
註 2：放射性物質による表面汚染や空気の汚染の管理が必要無いとされる区域。 
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されており一部の作業者はその異常値に気づいた。しかし、モニタの故障が疑われ、

それを確かめるためにハドロン実験ホールの空気を排風ファンによって、結果的に管

理区域外に排出してしまった。その後、放射性物質が同管理区域に充満しているとい

う正しい認識に至るまでに時間がかかり、国・自治体等の関係機関への通報連絡が遅

れた。さらには、避難が遅れた作業者が放射性物質を吸入し内部被ばくする事故とな

った。 

 

（問題点及び課題）  

事故の問題点は、1) 放射性物質の漏えい、2) 通報の遅れ、 3) 作業者の被ばくの

３点に集約される。 

放射性物質の漏えいにおける課題には、設備上の課題と安全管理上の課題がある。

設備上の課題としては電磁石の誤作動と気密の不備、排気設備の不備があり、安全管

理上の課題としては、安全評価体制が不十分で異常事象の想定に甘さがあったこと、

排風ファンを起動したという判断の誤り、及び運転再開手順の不備がある。 

通報の遅れについては、情報集約不足と判断基準の不備、法令解釈の誤りに加え、

責任者が不在であったこと、及び代理者が選任されていないなど指揮体制の不備があ

った。このため組織的対応が取れず、判断の遅れを招いた。 

作業者の被ばくの原因としては、放射線アラームの不備と避難基準の不備、情報共

有体制の不備、及び教育の不備が挙げられる。 

 

（再発防止策等） 

 問題点及び課題を踏まえた再発防止策及び安全管理体制、緊急時に実施すべき手順

等の対策について、表１及び表２の通り整理する。 

 

表１ 設備上の課題と再発防止策の対応表 

問題点 課題 再発防止策 

放射性物質の漏えい 

電磁石の誤作動 
・過電流防止などインターロック強化 

・インターロック高速化 

気密の不備 
・標的容器の気密化 

・一次ビームライン室の気密強化 

排気設備の不備 
ハドロン実験ホール内の排気は監視しながら

フィルタを通して実施 

通報の遅れ ― ― 

作業者の被ばく 
放射線アラーム

の不備 

Ｊ－ＰＡＲＣ施設の放射線を監視するモニタの

強化 
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表２ 安全管理上の課題と再発防止策の対応表 

問題点 課題 再発防止策 

放射性物質の漏えい 

安全評価体制が不十分 放射線安全評価体制の強化 

判断基準の不備 
異常対応体制の見直し（注意体制の導入） 

運転マニュアルの整備 

運転再開手順の不備 運転マニュアルの整備 

通報の遅れ 

情報集約不足 異常対応体制の見直し（注意体制の導入） 

判断基準の不備 
異常対応体制の見直し（注意体制の導入） 

運転マニュアルの整備 

法令解釈の誤り 
異常対応体制の見直し（注意体制の導入） 

安全を統括する副センター長の配置 

指揮体制の不備 
異常対応体制の見直し（注意体制の導入） 

安全を統括する副センター長の配置 

作業者の被ばく 

避難基準の不備 
異常対応体制の見直し（注意体制の導入） 

運転マニュアルの整備 

情報共有体制の不備 異常対応体制の見直し（注意体制の導入） 

教育の不備 職員教育、ユーザ教育の充実 

 

 

（周辺環境への影響及び作業者の被ばく） 

 作業部会報告にあるとおり、今回の放射性物質漏えい事故による環境への影響は最

大0.29μSv註3と十分小さく、内部被ばくも最大1.7mSv註4と健康に影響が出るものでは

無かったが、文部科学大臣の指摘する安全に対する意識の低さ及び安全管理体制の不

備が露呈したものと言える。 

 

（ハドロン実験施設以外の３施設のリスク評価） 

 Ｊ－ＰＡＲＣは、ハドロン実験施設のほか、物質・生命科学実験施設、ニュートリ

ノ実験施設及び加速器施設から構成される。それらの施設について、放射線管理区域

の設定と管理設備の妥当性、及び装置の安全性についての検証も行なった。結論とし

て、上記３施設の管理区域の設定と管理は適切に行われており、装置の安全性も十分

に高いものであった。 

註 3：国際放射線防護委員会が勧告する公衆の年間被ばくに関する限度(1mSv=1000μ

Sv)の約 1/3400。 
註 4：法令で定める放射線作業従事者の年間被ばく限度（50mSv）の約 1/30。 
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２. Ｊ－ＰＡＲＣセンターが行う改善計画 

前述の課題の指摘を受け、その解決のためＪ－ＰＡＲＣセンターは次の３つの柱の

理念と、対策及び改善計画を本会議に提示した。 

１．安全を最優先とする組織体制の構築 

２．安全を施設のすみずみまで浸透させる行動マニュアル 

３．安全を継続的に持続発展させる文化の醸成 

 

（１）安全管理体制及び緊急時に実施すべき手順 

1) Ｊ－ＰＡＲＣセンター長の責任による安全文化の醸成 

 Ｊ－ＰＡＲＣセンターは、Ｊ－ＰＡＲＣセンターの安全に関する全責任を有

するセンター長のリーダーシップの下、Ｊ－ＰＡＲＣセンターとしての安全に

対する目標を明確化するとともに、すべての役職員の安全意識の維持・向上の

ための教育と訓練を繰り返し、習熟度合いを評価することにより、Ｊ－ＰＡＲ

Ｃセンター全体にわたる安全文化の醸成に努める。 

 

2) 安全を徹底するための組織改革 

 Ｊ－ＰＡＲＣセンターは、前章で問題となった課題を克服するために、下図

に示す組織改革の概念を提示した。図中、a), b), c)が、以下に示す３つの改

革のポイントである。 
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a) Ｊ－ＰＡＲＣセンター全体の安全を統括する役職の配置 

 各施設の放射線安全管理を一元的に実施するとともに、異常事態発生時にお

ける対応を統括するため、新たに安全統括（副センター長）を配置し、安全デ

ィビジョンを安全統括の下に移管することで、センター全体の安全強化を統一

的に図る体制を構築する。新たに配置される安全統括の副センター長は、Ｊ－

ＰＡＲＣセンターにおける安全の司令塔として、安全に対する高い意識と深い

見識を兼ね備えた職員とし、Ｊ－ＰＡＲＣセンターの内外を問わず優秀な人材

を登用するように努める。 

 

b) 各施設の緊急時における指揮責任者の明確化 

 各施設の施設管理責任者を緊急時の各施設の指揮責任者とし、新設される安

全を統括する副センター長を全体の統括者とする、改革イメージ図に示すよう

な所掌と一元的指揮系統を明確にした安全管理体制を構築する。また、予め代

理者を選任し、訓練を積み重ねることにより、確実に緊急時に対応できる体制

とする。 

 

c) Ｊ－ＰＡＲＣセンターにおける放射線安全評価の強化 

 施設・設備の安全基準やマニュアル改訂などの放射線安全基準に関する評価

機能を強化するため、従来のＪ－ＰＡＲＣセンターの職位指定メンバーを主体

に構成されていた「放射線安全検討会」を、外部有識者を含む専門家メンバー

で構成する「放射線安全評価委員会」に改組し、綿密で専門的な放射線安全評

価を実施する体制を構築する。 

 

3) 異常事態発生時における対応体制の整備と判断基準の明確化 

 的確かつ速やかに緊急時対応を起動するため、事故の兆候段階で施設管理責

任者と関係者を招集して組織的な対応を行う「注意体制」を、従来の「基本体

制」（平常時）と「非常体制」（通報事象発生時）の間に新たに構築する。この

注意体制の指揮者（施設管理責任者及びその代理者）は、的確かつ速やかな対

応を担保するため、Ｊ－ＰＡＲＣセンターを本務とする。また、判断基準を明

確化した運転マニュアルを整備し、異常時の判断が速やかに確実になされるよ

うにする。 

 緊急の際は施設内の全員及び地元自治体など外部への速やかな通報を行う。 
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4) ユーザに対する安全教育の強化 

 ユーザに対しては、各施設の状況に応じた適切な安全教育を行うとともに、

安全性の向上には職員のみならずユーザも責任を持つという自覚の形成を図る。 

 

（２）当該事故対策計画 

 機器の誤作動への対策を可能な限り講じるものの、これを根絶することは困難であ

るため、もし誤作動が起きても被害を最小限に食い止める最善の策を講じる。すなわ

ち、できる限りの誤作動防止策を講じ、標的が損傷しても放射性物質の漏えいを最小

限にとどめる対策を取り、さらに実験室の外には絶対に放射性物質を漏えいさせない。

このため、以下のような多層的な対策を講じる。 

1) 過電流防止などの５０ＧｅＶシンクロトロンの電磁石の誤作動対策をとる。 

2) ハドロン実験施設の標的は気密容器に入れ、一次ビームライン境界の気密を強

化する。 

3) ハドロン実験ホールの空気を常に管理し、排気する場合はフィルタを通す。 

4) Ｊ－ＰＡＲＣ施設の放射線を監視するモニタを強化する。 

 

 上記対策に基づくハドロン実験施設の改修を進めるに当たっては、二次災害を

起こすことが無いように十分注意して実施する。 

 

 

３. 答申 

Ｊ－ＰＡＲＣセンターから提示された改善計画に対して審議した結果、本会議は両

機関の長に次の通り答申する。 

 

（１）安全管理体制及び緊急時に実施すべき手順の確認 

 Ｊ－ＰＡＲＣセンターが実施する対策について、以下のように評価する。 

1) Ｊ－ＰＡＲＣセンター長の責任による安全文化の醸成 

 今回の事故については、指揮・命令体制の不備といった組織的対応の問題や異

常事象発生時における対応・判断基準の不備、施設・設備の安全評価の甘さが問

題点として挙げられる。この原因としては、Ｊ－ＰＡＲＣセンター全体としての

安全に対する意識の欠如が考えられる。 
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 本会議は、この解決のためにＪ－ＰＡＲＣセンターがとる前項の対策「Ｊ－Ｐ

ＡＲＣセンター長の責任による安全文化の醸成」には、安全意識の確立とそのた

めの役職員に対する教育・訓練の実施が掲げられており、対策として妥当なもの

であると確認した。 

 

2) 安全を徹底するための組織改革 

a) Ｊ－ＰＡＲＣセンター全体の安全を統括する役職の配置 

 通報の遅れの原因となった情報集約不足と判断基準の不備、法令解釈の誤りや、

放射性物質漏えいの原因となった排風ファン起動の判断の誤り、及び作業者被ば

くに関する情報共有体制の不備の原因は、現在の異常事態発生時の対応がその施

設に依存し、センター全体として適切な情報収集や判断を行う体制が構築されて

おらず、今回のような複数の施設に跨がるような事象には対応できないためであ

った。 

 本会議は、この解決のためにＪ－ＰＡＲＣセンターがとる前項の対策「Ｊ－Ｐ

ＡＲＣセンター全体の安全を統括する役職（副センター長）の配置」は、センタ

ー全体にわたる一元的な安全管理を実現するものであり、適切なものであると確

認した。 

 

b) 各施設の緊急時における指揮責任者の明確化 

 緊急時における各施設の指揮責任者は施設管理責任者であると明確に定められ

ていなかったため、今回の事故発生時においては施設管理責任者が不在であり、

かつ、施設管理責任者が不在時の代理者が選定されていないといった指揮体制の

不備が浮き彫りとなった。 

 本会議は、この解決のためにＪ－ＰＡＲＣセンターがとる前項の対策「各施設

の緊急時における指揮責任者の明確化」は常時適切な指揮体制を保持できるもの

であり、妥当なものであると判断した。 

 

c) Ｊ－ＰＡＲＣセンターにおける放射線安全評価の強化 

 今回の事故においては、施設・設備面や安全管理に関する手引きの不備が浮き

彫りとなった。これはＪ－ＰＡＲＣセンターの放射線安全上の評価過程において、

放射線事故につながる異常事態の想定や技術的な議論が不十分であったためであ

ると言わざるを得ない。すなわち、現状の放射線安全評価を行う放射線安全検討
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会の機能に問題があることが原因である。 

 本会議は、この解決のためにＪ－ＰＡＲＣセンターがとる前項の対策「Ｊ－Ｐ

ＡＲＣセンターにおける放射線安全評価の強化」は、ハード、ソフト両面の安全

の実現に不可欠であり、対策として妥当なものであると確認した。 

 

3) 異常事態発生時における対応体制の整備と判断基準の明確化 

 現状の安全管理に関する手引きにおいては、異常事態発生時の対応について、

発見者が事象を事故と判断できるものに関する対応方針は示されているが、今回

の事故のように、状況が時々刻々と変化する際に事故となる「兆候」を的確に捉

えることが求められる事象については想定されていなかった。そのため、通報遅

れや放射性物質の漏えいといった誤った判断に繋がってしまった。 

 本会議は、この解決のためにＪ－ＰＡＲＣセンターがとる前項の対策、すなわ

ち「注意体制」を新たに構築し、判断基準を明確化したマニュアルを整備するな

どの「異常事態発生時における対応体制の整備と判断基準の明確化」の対策は妥

当なものであると判断した。 

 

4) ユーザに対する安全教育の強化 

 今回の事故において、放射線レベルの上昇を認識しながら、避難に至らなかっ

たユーザが多数いた。Ｊ－ＰＡＲＣは、世界最先端の研究施設として内外から多

数の研究者が集う研究拠点であり、職員のみならず、このような多種多様なユー

ザがしっかりとした安全に対する意識を持ち、対応を熟知していることがＪ－Ｐ

ＡＲＣセンターの安全を支える上で不可欠である。 

 本会議は、この解決のためにＪ－ＰＡＲＣセンターがとる前項の対策「ユーザ

に対する安全教育の強化」はユーザの意識向上に有効であり、適切なものである

と確認した。 

 

（２）当該事故対策計画の妥当性の確認 

 本会議は、Ｊ－ＰＡＲＣセンターによる以下の当該事故対策計画は、適切なもので

あると判断し、その速やかな実施を求める。 

1) 過電流防止などの５０ＧｅＶシンクロトロンの電磁石の誤作動対策をとる。 

2) ハドロン実験施設の標的は気密容器に入れ、一次ビームライン境界の気密を強化

する。 
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3) ハドロン実験ホールの空気を常に管理し、排気する場合はフィルタを通す。 

4) Ｊ－ＰＡＲＣ施設の放射線を監視するモニタを強化する。 

 

 

４. 基本的な観点と、議論の過程で出た提言 

 本会議は、上記答申に加えていくつかの基本的な観点について議論し評価を行なっ

た。  

Ｊ－ＰＡＲＣは、大強度の陽子ビームを用いた最先端の科学技術研究の成果をあげ

るという国際的な目標を掲げて建設された研究施設である。その加速器と実験施設は、

国外からのユーザを含む多数の研究者に研究の機会を提供する責務を負っており、速

やかに運転を再開することが国民及び海外の期待に応えることである。 

そのような国際的公共財としての使命においても、地元の安心と国民の理解があっ

て初めてその使命が果たせることを片時も忘れてはならない。そのためには、地元、

ユーザ及び職員の安全は、実験の価値や効率に優先するという共通認識をＪ－ＰＡＲ

Ｃセンターに確立する必要がある。また、地元の理解を得るためには、研究について

地元の学生や社会人と意見交換をする場を設けるなど、担当者を通じた日常の広報活

動ばかりでなく、職員の顔が見える活動などを活発にしてお互いの理解を深め信頼感

を自然に育成できるよう努力していかなければならない。 

 これらのことを踏まえて、本会議は両機関の長に次の通り提言する。 

 

1) 原因や再発防止策については、地元へ十分に説明をし、理解を得ながら進めること。 

2) 事故発生の通報においては地元を重視し、より迅速な通報連絡体制を確立すること。 

3) ハドロン新標的の安全性の評価、及びハドロン実験施設の運転再開については、外

部の評価を受けることを提言する。ハドロン実験施設以外の加速器施設、物質・生

命科学実験施設、及びニュートリノ実験施設の放射線管理区域の設定とその管理は

適切に行なわれており、過酷事象に対する装置の安全性も確保されていると判断す

る。これらの施設については、安全管理体制が新たなものになり、所定の手続きが

完了し、地元の理解を得られれば運転を再開するのが妥当である。 

4) Ｊ－ＰＡＲＣセンター長のリーダーシップの下、センター全体の施設の運営に係

わる組織、並びに職員及びユーザの安全意識を向上し、安全行動を促進するため、

安全文化を醸成することが求められる。その活動を強化するために、以下のよう

な具体案を提言する。 
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・施設運営の基本方針として、①安全方針、②行動指針などを策定する。またこれ

らを職員及びユーザが常時意識できるよう、安全方針や行動指針及び緊急時に取

るべき行動等を記したカードを携帯させることを検討する。 
・異常事態や事故を引き起こす潜在的なリスクを洗い出すため、 

- 発生可能性のある異常事態について想定範囲を拡張する努力を継続する。 

- リスクアセスメントを実施する。 

- 日常的な運用で発生したトラブル・ニアミスについて影響及び根本原因を調査

し、他の施設への波及を評価する。 

- 施設の職員及びユーザからの安全改善に繋がる提案・指摘を奨励し、「気付き、

気がかり」といったレベルの問題を気兼ねなく随時報告できる仕組みを構築す

る。 

- 施設使用後の報告書に、改善提案や改善要望事項を記載することを奨励する。 

  

 

５.まとめ 

本会議は、両機関の長からの諮問を受け、Ｊ－ＰＡＲＣセンターから提示された当

該事故に係わるＪ－ＰＡＲＣセンターの安全管理体制及び緊急時に実施すべき手順等

の再確認の結果、及び当該事故対策計画について審議した結果、それぞれ妥当である

と確認し、これを両機関の長に対し答申する。 

本会議は、Ｊ－ＰＡＲＣセンターが本答申書に書かれた内容を早急に実施し、安全

確保を大前提とした組織・体制を構築するとともに、地元・社会の理解を得ることを

期待する。さらには、今回の対策に安住すること無く、柔軟に安全管理の仕組みや方

法を追究することを望む。国民及び海外の期待に応えるため、最先端の研究成果を上

げることができる状態に速やかに復帰することを期待する。 
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別紙  本会議の概要 

 

（１）会議設置の経緯 

 ＫＥＫとＪＡＥＡは、Ｊ－ＰＡＲＣにおいて発生した放射性物質の漏えい事案及び

当該事案に関する関係機関への報告の遅れなどについて、平成 25年 5月 28日付けで

文部科学大臣より、放射性物質を取り扱う施設の安全管理を行う者の安全に対する意

識の低さや安全管理体制の不備が招いたものであるとの指摘を受けた。 

 文部科学大臣は同時に、今後、二度と同じ過ちを起こさないようにするために、必

要な措置を講じ、講じた措置の内容を速やかに報告するよう求めている。特に今回の

事案の対象であるＪ－ＰＡＲＣについては、安全管理体制及び緊急時に実施すべき手

順等の再確認を行い、確認作業に当たっては、第三者による有識者委員会を設置し、

意見を聞くことを要請している。 

 ＫＥＫとＪＡＥＡは、この要請に基づき、本会議を設置することとした。 

 

（２）会議の目的と構成 

 本会議の目的は、ＫＥＫとＪＡＥＡの諮問を受け、安全管理体制及び緊急時に実施

すべき手順等を検証し、Ｊ－ＰＡＲＣセンターで進める当該事故対策計画の妥当性を

客観的に評価し、両機関に助言することである。 

 本会議メンバーは以下のとおりである。 

委員長 矢野 安重（公益財団法人仁科記念財団常務理事、加速器科学） 

委員  内村 直之（フリーランスジャーナリスト、科学全般） 

委員  佐藤 幸也（東海村役場総合政策部長、地方自治体） 

委員  高野 研一（慶應義塾大学教授、安全、人間工学） 

委員  中野 貴志（大阪大学核物理研究センター長、実験施設運営） 

  委員  永原 裕子（東京大学大学院理学系研究科教授、自然科学） 

 

（３）検討期間 

 本会議は平成 25年 6月 18日に設置され、会議を以下のように開催し審議を行った。

なお、会議は第２回より公開とした。 

 

第１回有識者会議 平成 25年 6月 21日（金） 

   高エネルギー加速器研究機構東海キャンパス(茨城県東海村) 
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第２回有識者会議 平成 25年 7月 5日（金） 

   KKRホテル東京（東京都千代田区） 

第３回有識者会議 平成 25年 7月 20日（土） 

   KKRホテル東京（東京都千代田区） 

第４回有識者会議 平成 25年 7月 29日（月） 

   KKRホテル東京（東京都千代田区） 

第５回有識者会議 平成 25年 8月 9日（金） 

   KKRホテル東京（東京都千代田区） 

 第６回有識者会議 平成 25年 8月 22日（木） 

   KKRホテル東京（東京都千代田区） 

 

（４）検討方法 

 本会議は、諮問事項の検証と評価を効率的に進めるために、作業部会を設置した。

また、本会議及び作業部会の作業のための事務局を設置した。作業部会は加速器施設

に関して専門性の高い外部の有識者で構成した。メンバーは以下のとおりである。 

部会長 井上 信 （京都大学名誉教授、加速器施設運営） 

委員  熊谷 教孝（公益財団法人高輝度光科学研究センター専務理事、加速器） 

委員  戸崎 充男（京都大学環境安全保健機構放射性同位元素総合センター 

          准教授、放射線科学） 

委員  馬場 護 （東北大学名誉教授、放射線理工学） 

 

作業部会は事務局を通じて、Ｊ－ＰＡＲＣセンター内に設置された調査チームから、

検証作業の基礎となるデータの提供を受けた。  

 本会議は、Ｊ－ＰＡＲＣセンターから開示された資料及び報告、事故現場の確認、

作業部会からの報告、個別の事項に対する回答に基づいて検討を行い、本答申を作成

した。 

 

 

添付書類 （省略） 

 作業部会報告書 
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